2006年12月６日

重度障害者の地域生活の確立を、施設・病院から地域へ

ＤＰＩ日本会議・事務局長　尾上浩二

　ＤＰＩ（障害者インターナショナル）日本会議は、「われら自身の声」を共通の合言葉に、障害者の権利、地域での自立生活確立を目指して活動。身体、知的、精神、難病等の障害種別を超えた57団体で構成している【資料１　プロフィール参照】

１．意見陳述に当たっての基本視点

①どんなに重度の障害があっても地域で暮らすことができるといった自立生活推進していくこと

②入所施設・病院から地域生活への移行を進めていくこと

２．２回に渡るアンケート結果から

※ホームヘルプ等を使い地域で暮らしている重度障害者からの回答【資料２、３　アンケート速報】

· 第１弾（６月）－障害が重ければ重い程のしかかる応益負担。上限額一杯の負担が最多

· 第２弾（10月）－身体、知的、精神どの障害からも支給決定の仕組みを変えてほしいとの意見。４分の１が「サービスが減った」と回答、地域生活への深刻な影響

　以上２回のアンケートに見られるように、障害者自立支援法の実施に伴い、障害者の地域生活の後退につながる深刻な影響が出ている。これらの影響は、以下の制度変更からもたらされている。

①応益負担を基本とする負担の仕組みの変更

②要介護認定をベースにした障害程度区分に基づく支給決定の仕組みの問題

③障害者の社会参加にとって重要なガイドヘルプ等のサービスを国の個別給付から外し自治体任せにしてしまったこと

④義務的経費と言いながら、介護サービスについては国庫負担基準の範囲内での負担しかされないこと

　以上のように、いずれも制度の骨格に関わる問題であり、根本的な見直しが早急になされることが必要であると考える。

３．施設から地域への流れを止めないように、逆流しないように

①重度障害者の長時間介護サービスを支える仕組みを【資料４】

· 介護サービスの国庫負担基準問題－基準を超える部分は自治体単費負担となってしまう仕組み

· 自治体がサービスに要した費用の2分の１を国が責任を持って負担する仕組みを

· スウェーデンでも長時間介護サービスは、基礎自治体からではなく全国レベルの財源で賄う仕組み

②ケアホーム等でのホームヘルプを利用可能に【資料５】

· 重度障害者のサポートに不可欠な個別のホームヘルプ利用

· 10月１日からの新体系移行でホームヘルプの併給が不可に－経過措置があっても大きく介護体制の水準が引き下がることに

· 重度障害者の介護体制の強化の方策が示されないと、「重度障害者は一生施設に」となってしまう

③移動介護を個別給付に、市町村の地域生活支援事業への2分の１国庫補助を【資料６】

· 障害者の社会参加、知的障害者の自己決定支援にとって重要な移動介護

· 移動介護が個別給付から外され地域生活支援事業になり自治体任せに－広がる自治体格差、移動支援への上限設定

· 移動介護を個別給付に戻すとともに、当面、少なくとも地域生活支援事業への２分の１国庫補助を

④「退院支援施設」ではなくピアサポートや地域での住まいの確保を【資料７】

· エビデンスもなく構想されてきた「退院支援施設」－「看板かけ替え」「数字合わせ」になり、社会的入院の解決にはならない

· 「退院支援施設」のような箱ものではなく、ピアサポート等の人的な支援体制と地域での住まいの確保策を

⑤ＮＰＯが担っている重度障害者のサポート【資料８】

· 支援費制度時代から、日常生活支援（現・重度訪問介護）、移動介護等のサービスはＮＰＯが中心に担ってきていた

· 重度訪問介護等の単価が引き下がる中、ヘルパー確保・事業所選択が困難に

· ＮＰＯ法人へ減免拡大を行い、その持ち出し分を公費で保障するとともに、基盤整備のためにも重度訪問介護等の在宅サービス充実を
４．新しい時代の幕開け＝障害者権利条約での国連採択

～障害者関連予算の飛躍的充実と地域生活基盤整備の仕組みを

· 全面施行から２ヶ月での見直し－「緊急避難」ではあるが、それだけ短期間で見直さなければならない程の問題の多い制度設計

· 「持続可能な制度」「他制度との整合性」が言われたが－障害者のサービス・生活が持続可能か、障害者の実態や施策の歴史との整合性はどうだったのか？

· まもなく国連総会で採択されようとしている障害者権利条約では、「第19条　自立した生活及び地域社会へのインクルージョン」として「障害のあるすべての人が他の者と平等な選択を有して地域社会で生活する」ことを「平等な権利」と規定している。

→「自立支援法」の目的（第1条）には「障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活」とあり、「能力・適性による制限」があるかのような記述

· 先進国の中で低い障害者関係予算の充実こそ必要、特に地域生活基盤整備の仕組みを【資料９】
· 障害者権利条約が国連で採択されようとしている今、あらためて以下の点に取り組んで頂きたい

1 制度設計が妥当だったかどうかも含めての検証と抜本的見直し

2 障害者一人ひとりの生活への影響も含めた全国的な実態調査

3 障害者の所得保障や「障害の定義」等の問題への取り組み

4 国会での障害者施策に対するフォローアップを
